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付加価値税における利子の取扱い  

一消費型と所得型の比較－  

はじめに   

消費型付加価値税が世界各国に広く普及した理由の一つとして，あらゆる消費に村して同じ方法で  

課税しうるという理論的なメリットを指摘することができる。財とサービスを差別しないで課税する  

という点においては，消費型付加価値税は一定の実績を示しているように思われる。   

というのは，消費型付加価値税を導入する前は，サービスを財と区別して課税する一般的なサービ  

ス税か，あるいは個々のサービスに異なる方法で課税する個別的なサービス税を実施していた国々  

が，消費型付加価値税を導入してからはそれらを統合していったからである。例えば，一般的なサー  

ビス税としては，イギリスの選択的雇用税（seletiveemploymenttax）とフランスのサービス給付税  

（taxesurlesprestationsdesservices）が代表的であり，個別的なサービス税としては日本の通行税と入  

場税を挙げることができよう。   

しかし，消費型付加価値税があらゆるサービスを包括的に課税することに成功して）．、るわけではな  

い。つまり，金融・保険サービス，不動産，行政サービスなどは，何らかの理由により課税対象から  

除外されている場合が多くみられている。とりわけ金融・保険サービスは，その塊模の大きさにも拘  

らず，それらに正確に課税する理論的な方法すら見つかってないのが現状ではなかろうか。   

本稿は，付加価値税に厄介な問題を提示する金融・保険サービスの中から，銀行の資金仲介サービ  

スを主な村象として選んだ。その目的は，資金仲介サービスの対価（これは一般に，利子の中の一定  

部分であると考えられている）を特定することの困難さを指摘することと，国民経済全体の負担を付  

加価値税の概念的な水準と一敦させるための方法を提示することにある。その際，消費型付加価値税  

と所得型付加価値税の比較にも注意が払われよう1）。  

Ⅰ．消費税における課税対象の区分  

まず最初に，消費型付加価値税に属する日本の現行消費税が，課税対象をどのように区分している  

1）消費型付加価値税に限定し，現行消費税についてより詳しく述べたものとして，朴（2003）を参照。本稿はそれ   

を発展させたものである。  
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かを整理しておきたし．、。消費税が導入されたときは，課税ベースの広い間接税として，国民に「広く  

薄く」負担を求めることが長所として強調された。しかし，消費税の理論的性格から課税されないも  

のや，あるいは理論的には課税すべきであっても，政策的な判断から課税されないものがあり，後者  

は増える傾向にある。   

利子は前者に属するとされる。しかし正確にいえば，理論的な見地から課税すべきでないからでは  

なく，利子を資金仲介サービスの村価とみなしてよいのか，あるいは，資金仲介サービスの村価は利  

子のどの部分なのか，という問題が未解決であるために，便宜的に課税していないというべきかもし  

れない。本節では，この側面が具体的に検証される。   

消費税の課税対象は，「国内において事業者が行った資産の譲渡等」（消費税法第4条）であるが2），  

これに該当するすべての取引に対して通常の消費税が課されるわけではない。すなわち，「国内にお  

し いて事業者が行った資産の譲渡等」であっても，一定の理論的または政策的視点から消費税が課され  

ないものがあるが，これを「非課税」という。また，輸出として行われるものについては消費税が免  

除されるが，これを「免税」という。これに村して，そもそも「国内において事業者が行った資産の  

譲渡等」に該当しないために消費税が課されない場合には，慣例的に「不課税」という用語が当てら  

れている。   

非課税とは，当該取引を消費型付加価値税の多段階的システムから除外する方法であり，免税とは，  

当該取引を多段階的システムから除外はしないが，通常の税率でなく0％の税率を適用することによ  

り，それまでに納付された税額を一気に還付する方法である。   

消費税の非課税取引は，消費税法別表第一に限定的に列挙されているが，それらはしばしば，図表  

1のように二つのグループに別けて説明される3）。一つは，「消費に村して負担を求める税の性格  

上」，課税対象とされないグループ（いわゆる「性格上非課税」）で，これに対しては，税（ないし経  

済学）の理論上，、消費税を課すべきではないとされる。もう一つは，税の理論からすれば消費税を課  

すべきであるが，「特別の政策的配慮に基づいて」課税対象とされていないグループ（いわゆる「政策  

上非課税」）である。   

さて，「資産の譲渡等」とは，「事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付ならびに役務  

の提供」と定義される（法第2条）。従って，国内取引については，①国内において②事業者が③事業  

として④対価を得て行う⑤資産の譲渡，資産の貸付，または役務の提供，の五つの要件をすべて満た  

すときに，消費税の課税対象となる。逆に，これらの要件を一つでも満たしていない取引は，前述の  

いわゆる「不課税」となる。   

例えば，個人事業者が生活用資産を売却した場合は，「事業として」行われたものではないので，不  

課税取引となる。「事業として」とは，対価を得て行われる資産の譲渡等が，反復・継続・独立して行  

2）課税村象のもう一つの柱は，「保税地域から引き取られる外国貨物」（すなわち輸入貨物）であるが，本稿の目的   

からして、ふれなくてもよい。  
3）例えば，大蔵省主税局税制第二課（1992，34－35）をはじめとして，闇とんどの概説書がこのような区分を行っ   

ている。  
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図表1消費税の非課税取引  

性格上課税対象とならないもの   

（1）土地の譲渡，貸付   

（2）有価証券，支払手段の譲渡   

（3）利子を対価とする貸付金等の貸付  

保険料，借用保証札倍託報酬を対価とする役務の提供   

（4）郵便切手類，印艶，物品切手等の譲渡   

（5）行政手数料等，国際郵便為替，国際郵便振替，外国為替取引  

特別の政策的配慮に基づくもの   

（6）医療保険各法の医療   

（7）介護保険法の居宅サービス等   

（8）社会福祉事業法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等   

（9）助産に係る資産の譲渡等  

8印 埋葬科または火葬料を対価とする役務の捷供  

仙 身体障害者用物品の譲渡，貸付等   

㈹ 学校等の授業札入学金，施設設備費，入学検定札学籍証明手数料等  

㈹ 教科用図書の譲渡  

㈹ 住宅の貸付  

図表2 非課税とされる金融取引  

（1）国債，地方債，社債，転換社債，新株引受権付社風貸付金，預金，貯金，国際通貨基金協   
定に規定する特別引出権の利子  

（2）借用の保証料  

（3）合同運用膚託または公社債投資信託（株式または出資に対する投資として運用しないものに   

限る）の信託報酬  

（4）保険料（適格退職年金契約等に係る事務費用部分を除く）  

（5）合同運用膚託，証券投資信託または特定公益信託等の収益の分配として分配された分配金  

（6）相互掛金または定期積金の給付補填金および無尽契約の掛金差益  

（7）抵当証券の利息  

（8）割引債（利付債を含む）の償還差益  

（9）手形の割引料  

㈹ 金銭債権の買取または立替払いに係る差益  

肌割賦販売法に規定する割賦販売，ローン捷携販売，および割賦購入斡旋手数料  

恨）弓削試販売等に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の金利または保証料相当額（その額   

が契約において明示されている部分に限る）  

㈹ 有価証券（登録された国債，地方債，および社債を含み，ゴルフ場利用株式等を除く）の賃   
貸料  

餌）物上保証料  

個 共済掛金  

㈹ 動産または不動産の貸付を行う倍託で，貸付期間の終了時に未償却残額で譲渡する旨の特約   

が付けられたものの金利及び保険料相当額（契約において明示されている部分に限る）  

仰 いわゆるファイナンス・リースに係るリース科のうち，金利および保険料相当額（契約にお   

いて利子または保険料の額として明示されている部分に限る）  
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われることを意味し，営利を目的としているか否かは問われない。ただし，個人事業者が事業の用に  

供していた棚卸資産などを生活のために使用した場合は，事業として対価を得て行われる資産の譲渡  

とみなされ（みなし譲渡，法第4条第4項），課税される。  

「対価」には，金銭だけでなく，物，権利，その他の経済的利益も含まれるが，原劇的に何らかの  

「反村給付」であることが必要となや。従って，得意先への贈与やサービス品の提僕など，無償で行  

われる取引は不課税である。ただし，法人がその役員に資産を贈与した場合は，前述のみなし譲渡に  

該当し，課税される。  

「資産」とは，取引の対象となる一切の資産をいい，棚卸資産や固定資産のような有形資産のほか，  

権利その他の無形資産も含まれる。「役務」とは，いわゆるサービスのことで，■医療，保険，広告，修  

繕，運送，保管など他人のために行う行為のうち，資産の譲渡または貸付に該当しないものをいう。   

このように，消費税法第4条とそれに関する諸規定は極めて包括的で，取引される資産または役務  

が消費のためのものか否かが，必ずしも明確な基準になっているわけではない。例えば，ある会社が  

建物を出資して子会社を設立し，その子会社の株式を取得した場合は，建物という資産を譲渡し，株  

式という対価を得たとみなされる。しかし，利益の配当は，株主または出資者たる地位に基づき，出  

資に対する配当として受け取るものであるから，資産の譲渡等に係る対価には該当しないとされる。   

ところで，以上の5つの要件を満たしていても，消費税法別表第一に掲げられたものについては，  

消費税は「非課税」とされている（法第6条）。別表第一に掲げられたものを，慣例に従って「性格上  

非課税」に該当する取引と「政策上非課税」に該当する取引とに分類すると，図表1のようになる。   

土地の譲渡と貸付が「性格上非課税」にされているのは何故であろうか。これに関しては一般的に，  

土地は資本そのものであり，消費の対象にはならないから，と説明される。ここで我々は，いったい  

財の「消費」（ないしサービスの「利用」）とは何か，という基本的な問題を解決すべきであろう。し  

かし，「消費」について，概念的ならともかく，具体的な事例を明確に区分できるように定義すること  

は困難である。ここではさしあたり，次のように考えることにしたい。つま 

費」すれば，一般にその財は消えてなくなるか，減耗するか，あるいは変形し，元の姿や価値を失っ  

てしまう。また，あるサービスを利用すれば，そのサービスが再び提供されるこためには一定の費用が  

必要となる。例えば，我々が床屋のサービスを利用すると，床屋がそのサービスを再生産するために  

は一定の休養などが必要になると考えるのである。   

ところが土地は，どのように利用しても消えてなくなったり，あるいは再生産の必要に迫られたり  

はしない。この意味で，土地は「消費」されることはない。rつまり，土地の廃人は，土地そのものを「消  

4）ただし，1ケ月末滴の期間であれば課税される。何故なら，土地の貸付を非課税としているのは土地の譲渡との   
バランスをとるためであると説明されるが，「一時的」に使用させる場合は，「独占的」，「排他的」に土地を占有さ   
せることではないため，土地の譲渡とのバランスを考慮する意味合いが薄いからである。「一時的」とは，契約の   
単位期間が1ケ月末滞の場合であるとされているので，時間制駐車場は，「青空駐車」であっても非課税にはなら   
ない。  

5）土地に対する現行消費税の取扱の詳細については，山本（1996）を参照。また，不動産の取扱に関する理論的な   
整理については，Conrad（1990）を参照。  
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費」する目的で行われる取引ではないので，その取引に対して「消費」型付加価値税を課すことには，  

理論的な根拠が欠如している。しかし，鉱物資源が埋蔵されている土地や，一定の施設と一体になっ  

ている土地は，その鉱物資源が枯渇したり，あるいは施設が老朽化したりするので，その意味で「消  

費」とみなした方がむしろ論理的である場合もありうる。   

この間題は，消費税の土地に対する取扱をもう少し詳細に検討することで，容易に理解できる。消  

費税の下で非課税とされている「土地」は，「土地の上に存する権利」をも含む概念である。「土地の  

上に存する権利」とは，地上権，土地の賃借権，地役権，永小作権などの土地の使用収益に関する権  

利であって，鉱業権，土石採取権，温泉利用権などは含まれない。従って，土地の賃貸借の形態によ  

り行われる土石，砂利などの採取が一定の法律（採石法，砂利採取法など）の規定により認可を受け  

て行われるべきものである場合には，その対価は，土石，砂利などの採取の対価であって，非課税と  

される土地の貸付の村価とは考えられていない。   

さらに，例えばテニスコートやグラウンドは，土地というよりは「施設」として観念されるもので  

あり，その貸付は，たとえ専用契約が締結されたとしても，土地の貸付には該当しない。また，駐車  

場の貸付については，土地として貸し付けているところに駐車している場合（いわゆる「青空駐車」）は  

非課税4）であるが，仕切りを設けるなどして，「施設」として貸し付けているとみなされる場合は，  

課税されることになる。   

なお，土地は非課税であるが，建物は課税されている。このため，建物と敷地を一体として譲渡し  

たり，あるいは貸し付けた場合の取扱が問題となる。例えば土地付き物権の譲渡があった場合には，  

「合理的な区分」によってそれぞれの村価を算定することが求められる。・また，建物や施設を貸し付  

ける際に敷地も使用させた場合には，あくまでも建物の貸付であって，敷地の使用は当該建物の借受  

に必然的に随伴するものとみなされ，全体が課税を受けることになる5）（ただし，図表1にあるように，  

住宅の貸付は「政策上」非課税である）。   

有価証券と支払手段も，それ自体が消費の対象となることはないので，土地と同様に「性格上非課  

税」の方に分類される。有価証券には，国債，地方債，社債，株式など有価証券取引法第2条に規定  

するもののほか，登録国債，抵当証券なども含まれる。ただ‘し，ゴルフ場などの施設利用株式は，当  

該施設を他の利用者より有利な条件で利用する権利が含まれるので，非課税にはならない。また，支  

払手段は，通貨，小切手，手形などであるが，収集品または販売用を譲渡した場合は，非課税にはな  

らない。   

郵便切手類，印紙，証紙，物品切手等も，支払手段に類似するものであり，やはりそれ自体が消費  

の村象となることはないので，「性格上非課税」に分類される。しかし，郵便切手そのものは非課税で  

あっても，国内郵便料金には消費税が含まれており，郵便切手で郵便料金を支払う際に消費税が課さ  

れることになる（海外郵便には輸出免税が適用される）。同様に， 

が，それで商品の代金を支払う際には消費税が課される。   

ところで，「利子を対価とする貸付金等の貸付」などの金融取引も，以上と同じ理由で「性格上非課  

税」に分類できるものであろうか。別表第一（第三号）に規定された金融取引は，次の四つの類型か  
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らなる。すなわち，第一に，利子を村価とする貸付金その他資産の貸付，第二に，信用の保証として  

の役務の提供，第三に，合同運用信託または公社債投資信託もしくは公社債等運用投資信託に係る信  

託報酬を村価とする役務の提供，そして第四に，保険料を対価とする役務の提供，がそれである（具  

体的な範囲は，図表2を参照）。   

これらのうち利子に関しては，資金の貸付などの取引は資金の流れに関する取引であって，通常の  

財貨とサービスの流れに村して課税する消費税の課税対象にはなじみにくいことが非課税の理由とし  

て説明される。そして保険料に関しては，保険取引が大数の法則の下に保険集団が構成され，その集  

団の中で相互保証がなされてるという特殊な性質を持った取引であることから非課税とされたといわ  

れている。さらに，利子と保険料の両者に共通する理由として，消費型付加価値税を採用している他  

の多くの国々においてそれらが非課税とされており6），金融の国際化に対応する必要があったことも  

指摘される。信用保証料と信託報酬が非課税とされたのは，利子や保険料との類似性または競合性が  

勘案されたからである7）。   

金融取引を非課税とした以上のような理由と，土地，支払手段，または有価証券を非課税とした理  

由とは，明らかに異質的であるようにみえる。例えば利子は，資金の流れに関する取引であって，通  

常の財貨とサービスに流れに対して課税する消費課税にはなじみにくいとされるが，資金の流れに関  

するサービスと通常のサービスがどのように違うのか，それらを理論的に区別すべきなのか，などの  

点は不分明になっている。企業が銀行から資金を借り受けると，その対価として利子を支払う。その  

利子の中に，金融機関の資金仲介サービスを利用（消費）した対価に該当する部分が，全くないとみ  

るのはあまりにも不自然である。金融取引は，「消費に村して負担を求める税の性格上」，非課税とさ  

れているのではなく，消費に該当する部分とそうでない部分を明確に分けることが困難であるため  

に，非課税とされているとみるべきであろう。   

最後に，行政手数料について簡単にふれておこう。これが非課税となっているのは，土地のように  

消費税としての性格からして課税すべきではないからではなく，課税権者がそれ自身を納税義務者に  

できるのかという問題が考慮された結果であるとみるべきであろう。何故なら，公共サービスも，他  

の民間サービスと同じように個人によって消費されるからである。難しい問題であるが，行政手数料  

と行政サービスの費用との間の相関関係が強ければ強いほど，原理的には課税されるべきであろう8）。  

6）消費税が導入されたときには，主としてECの例を参考としていた。当時のEC9国はすべて，預入，貸出，証   
券取引など，いわゆる銀行の「本来的な」活動に対しては，消費型付加価値税を非課税としていた。しかし，後述   

する「副次的な」活動に対しては，6国が課税している。Gillis（1990，84）を参照。  

7）信託報酬は，総合的財務処理の代行というサービスの対価であるから，原則として消費税の課税を受けるべきも   

のである。しかし，合同運用信託と公社債投資信託の信託報酬については，非課税とされている銀行の貸付利鞘と   

実質的に同じ性格を持っており，銀行が小口の預金を数多く吸収して大口の貸付に運用することとの違いが明確で   

ないことから非課税とされている。大蔵省主税局税制第二課（1992，34－35）を参照。  

8）KayandDavis（1990，71－73）．  
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Ⅱ 消費型付加価値税における利子の取扱い   

利子が非課税とされているということは，銀行が消費税と無縁であることを意味しない。第一に，  

銀行はその活動に必要な中間財（例えば，事務用品，電算システム，防犯サービス，清掃サービスなど）  

を購入する際，消費税を支払っている。第二に，銀行が顧客に提供するサービスの中でも，顧客から  

消費税を徴収するものが幾つか存在する。これらのうち，銀行が支払う消費税の問題は，後に仕入税  

額控除との関連で再論することにし，ここではまず，銀行が徴収する消費税の問題をとりあげよう。   

その際は，銀行の行う活動（いいかえれば，銀行が他の経済主体に提供するサービス）を二つの種  

類に別けて考えるのが有益であろう。第一は，いわば「本来的な」活動（“core’’activity）である。つ  

まり基本的に，社会にある遊休資金を集め，その資金を企業などに融資し，資金の借り手から支払わ  

れる受取利子と資金の提供者に支払う受取利子との利鞘を獲得するために，銀行は活動している。い  

わゆる資金仲介（伽ancialintermediation）サービスとは，この形で銀行が他の経済主体に提供するサー  

ビスのことである。   

第二は，いわば「付随的な」活動（“secondary’’activity）である。銀行は，資金仲介サービスの他  

に，例えば，振込，貸金庫などの様々なサービスを提倹しており，それらの村価は，利子ではなく，  

料金の形を取るのが普通である。そのため，銀行がこれらのサービスを顧客に提供した場合には，そ  

の料金とともに消費税を顧客から徴収しなければならない。消費税の納税義務者（ここでは，銀行）  

は，課税標準額に村する消費税額から課税仕入等に係る消費税額を控除することになっている（法第  

30条）。これが周知の仕入税額控除で，単純にいえば，相手から徴収した消費税額から自分が仕入の際  

に支払った消費税額を控除した金額を税務署に納付すればノよい。   

しかし，銀行の行うサービスには，利子を対価としていて顧客から消費税を徴収しないものと，料  

金を対価としていてそれを徴収するものとがある。一方，例えば銀行の電算システムは，利子を対価  

とするものと料金を対価とするものの双方に関係している。この側面を無視して仕入税額控除を行え  

ば，ほとんどの銀行は仕入に係る税額が売上に係る税額を上回り，消費税の還付を受けることになる  

であろう。   

このために，課税売上割合が95％未満の場合は，特別の規定（個別相応方式または一括比例配分方  

式）が設けられている（法第30条第2項）。課税売上割合とは，資産の譲渡等の対価の額の合計額のう  

ちに，課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合をいい（同第6項），次の算式により計算さ  

れる。  

課税資産の譲渡等の対価の合計額一課税売上に係る対価の返還等の金額  
課税売上割合＝   

資産の譲渡等の村価の合計額一売上に係る対価の返還等の金額   

銀行の場合，これを単純にいえば，利子収入と料金収入の全体に村する料金収入の比率のことであ  

る。銀行は，通常これが95％に満たないので，個別対応方式か一括比例配分方式かのいずれかを選択  

しなければならない。  
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個別対応方式は原則として，当該期間中の課税仕入等に係る消費税額が，①課税資産の譲渡等にの  

み要するもの，②課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの，および③課税資産の譲渡  

等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの三つの区分が明らかにされている場合に適用される。この  

場合，仕入に係る消費税額は，次の算式により計算される。  

仕入に係る消費税額＝①に係る税額＋（②に係る税額×課税売上割合）   

このような三つの区分が明らかにされていない場合は，一括比例配分方式が適用される。この場  

合，仕入に係る消費税額は，次の算式により計算される9〉。  

仕入に係る消費税額＝課税仕入等に係る消費税額×課税売上割合  

図表3 取 引 例  

（注）央印は、対価の流れを示す。  

9）なお，個別対応方式により控除税額を計算できる事業者でも，一括比例配分方式を選択することができる。この   

場合は，2年間継続して適用しなければならない。  
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いずれにせよ，個々の納税義務者にとっては，課税売上割合が高ければ高いほど（そして個別対応  

方式の場合は，課税資産の譲渡等にのみ要する仕入が大きければ大きいほど），税務署に納付する消費  

税額は少なくなることが分かる。  

図表4 消費型付加価値税における利子の取扱い  

A 利子を課税しない場合  

10万円（＝100万円×10％）  

27万円（＝300万円×10％－100万円×10％×3／10）  

200万円（＝2（X氾万円×10％）  

100万円（＝1∝田方円× 

370万円（＝7αX）万円×10％－3300万円×10％）  

防犯サービス業者  

銀行  

木材業者  

デザイナー  

家具業者  

税収総額  叩ア万円  

B 利子を課税する鳩舎（預金者が課税事業者でない場合）  

10万円（＝100万円×10％）  

90万円（＝1（X氾万円×10％－100万円×10％）  

200万円（＝2αX）万円×10％）  

100万円（＝1㈱万円×10％）  

卸0万円（＝7∝田方円×10％一朝00万円×10％）  

防犯サービス業者  

銀行  

木材業者  

デザイナー  

家具業者  

税収総額  700万円  

C 利子を課税する場合（預金者が課税車券着である場合）  

朝方円（＝400万円×10％）  

10万円（＝100万円×10％）  
別万円（＝1（X氾万円×10％－500万円×10％）  

200万円（＝2㈱万円×10％）  

100万円（＝1∝田方円×10％）  

刃0万円（＝7∝田方円×10％－4000万円×10％）  

預金者  

防犯サービス業者  

銀行  

木材業者  

デザイナー  

家具業者  

税収総額  ア00万円  

D 利子にゼロ税率を適用する場合  

10万円（＝100万円×10％）  

20万円（＝300万円×10％－100万円×10％）  

200万円（＝2（X氾万円×10％）  

100万円（＝1∝田方円×10％）  

370万円（＝7（X氾万円×10％－33聞万円×10％）  

防犯サービス業者  

銀行  

木材業者  

デザイナー  

家具業者  

税収総額  700万円  
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さて，今度は視点を換えて，利子を非課税とすることが国民経済上どのような意味を持つのかにつ  

いて，換言すれば，利子を非課税とすることによって国民経済全体の負担する消費税はそれだけ軽く  

なるのかについて考えてみよう。結論からいうと，銀行に利子を支払う経済主体が企業である場合  

（つまり，最終消費者でない場合），利子に関する消費税は，いわゆる取戻し効果が働き10），銀行に  

よってではなく，銀行に利子を支払った企業によって支払われることになる。   

この点を確認するために，ある家具製造業者をめぐる一定課税期間の取引を，図表3のように想定  

してみよう。すなわち，この家具製造業者は，7000万円分の家具を最終消費者に販売する際，木材の  

仕入とデザイン科として，それぞれ2000万円と1000万円を支払っている。また，銀行に対しては，借  

入金の利子と振込サービスの手数料として，それぞれ700万円と300万円を支払っている。一方，銀行  

は，同じ課税期間に，預金者に村する利子として400万円を，そして防犯サービスに対して100万円を  

支払っている。なお，家具製造業者，木材製遺業者，デザイン業者，防犯サービス業者，および銀行  

は，すべて課税事業者であるとする。   

この例を基に，幾つかの原則で消費税額を計算すると，図表4のようになる（税率は10％と仮定）。  

現行消費税の税額は，Aのように計算される。つまり，防犯サービス業者，木材業者，およびデザイ  

ナーは，すべて仕入がないと仮定しているので，売上に係る税額がそのまま納付税額になる。家具業  

者は，売上に係る税額700万円から課税仕入等に係る税額330万円を控除し，370万円を納付する。銀行  

は，売上に係る税額30万円から，課税仕入等に係る税額10万円に課税売上割合（3／10）を乗じた3万  

円を控除し，27万円を納付する（つまり，一括比例配分方式を考えた）。これらにより，国庫に納付さ  

れる消費税総額は707万円となる。ここで，消費型付加価値税の概念的な課税標準が7000万円である  

ことに注意しよう。すなわち，利子を非課税とすることによって，国民経済全体としての負担は，概  

念的な税額よりも7万円増大したのである。この7万円は，銀行の課税仕入等に係る税額に（1一課  

税売上割合）を乗じた金額に等しい。   

一方，利子を非課税としなかった場合はどうなるであろうか。このとき，預金者の取扱が複雑であ  

るが，それが個人である場合（つまり，納税義務者でないので，銀行から消費税を徴収しない）と課  

税事業者である場合とに別けて示すと，それぞれBとCのようになる。Bの場合，Aの場合と比べて税  

額の計算に変化が生じるのは，家具業者と銀行である。つまり，家具業者は利子に対し 

費税額70万円を追加的に控除できるので，納付税額はそれだけ減少する。そして銀行は，課税仕入等  

に係る消費税額10万円を全額控除できるが，売上に係る消費税額が利子を課税することによって70万  

円だけ増大するので，納付税額は63万円だけ増大する。この結果，国庫に納付される消費税額は7万  

円だけ減少し，消費型付加価値税の概念自勺税額である700万円と一敦することになる。   

ここで，利子を非課税とすることの国民経済的な帰結を整理しておこう。第一に，既に述べたこと  

であるが，利子を非課税とすれば国民経済上の負担は逆に増大する。これは，銀行に利子を支払う経  

済主体が，個人（最終消費者）ではなく課税事業者である場合に生じる現象である。国民経済上の負  
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10）取戻し効果については，佐藤・伊東（1994，177－82）を参照。  
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担を消費型付加価値税の概念的なそれと一敦させるためには，逆に利子を課税したほうが良いのであ  

る。第二に，利子を非課税とすることによって，本来なら銀行が納付すべき税額を，銀行に利子を支  

払う課税事業者が代わりに納付している。   

この納付税額の「帰属」を，課税事業者の「負担」とみるか，あるいは単に取引相手からの「徴収」  

とみるかは，難しい問題である。消費税は本来的に，最終消費者が負担するものであって，課税事業  

者はそれを取引相手（究極的には，最終消費者）から単に預かっているだけだと考えれば，課税事業  

者が消費税そのものを負担することはあり得ない。このことは，Cのように，預金者が課税事業者で  

ある場合を考えれば容易に理解できよう。課税事業者が営業用資金を銀行に預けて，その対価として  

銀行から利子を受け取る場合は，前述の消費税法第6条に規定する課税村象に該当するので，利子が  

非課税でないとすれば，その預金者は銀行から消費税を徴収することになる。その結果，銀行の納付  

する消費税額は40万円だけ減少し，その分を預金者が納付することになるのである。   

しかし，仕入の際に消費税を支払うことや，販売の際に消費税を上乗せすることが，課税事業者に  

とって心理的に，あるいは実質的に「負担」として感じられる場合もあり得よう。例えば銀行は，現  

行のように利子を非課税にしたほうが納付税額が少なくなるので，それを引き続き維持することを望  

むかもしれない。ところが仮に，他の事情は等しいが利子を課税する国があり，その理由だけで家具  

業者がその国に本社を移すとなれは（そうすれば家具業者の納付税額が減少するので），銀行は逆に利  

子を課税することを望むかもしれない。  

Ⅲ 所得型付加価値税における利子の取扱い   

所得型付加価値税の下での利子の取扱いを論じるのは，そう容易なことではない。何故なら，所得  

型付加価値税は実施例が極めて少なく，理論的な次元でしか考えられていないからである。この事実  

を，付加価値税ないし付加価値税論の発展過程を整理しながら確認してみよう。   

付加価値税の構想は基本的に異なる二つの概念から出発した。一つは，取引高税の持つ諸欠陥を排  

除しようとする努力から生まれた売上税の概念（消費型付加価値税）であり，他の一つは，企業それ  

自体に対する課税を正当化しようとする目的から生まれた収益税の概念（所得型付加価値税）である。  

これら二つの租税は，それぞれの立場からの考案者もしくは継承者によって，ほぼ同じ時期にいずれ  

も付加価値税と命名された。付加価値税の最初の提案を特定することが困難あるいは無意味だといわ  

れているのは，部分的にはこのような概念的錯綜に起因している。   

もし，取引高税の諸欠陥を是正しようとする試みとしての構想に注目するならば，最初の提案は  

1919年のW．vonSiemensに遡るであろう。第一次世界大戦後の国家財政の窮乏に対処するために1916  

年ドイツで導入された売上税（Umsatzsteuer）は，取引高税に典型的にみられる諸欠陥，とりわけ累積  

課税の弊害が次第に顕在化するようになった。当時ドイツ政府の顧問であったSiemensは，この点を改  

善するために，売上税の課税標準から前段階の仕入高を控除する純売上税（Nettoumsatzsteuer），すな  

わち今日の用語でいえば仕入高控除方式の消費型付加価値税を提案したのである。しかしドイツ政府  
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は，主に税務行政上の難点を憂慮し，この提案を受け入れず，取引高税の税率を引き下げることにと  

どめたユ1） 

また，今日主流となっている税額控除方式の消費型付加価値税に限定し，それの構想と実現に尽力  

した点を重視するならば，1952年に完成したフランスのM．Laureの提案を想起すべきであろう。ドイ  

ツの売上税を模して1920年に導入されたフランスの取引高税（1aTaxesurleChi肝ed’Affhires）は，累  

積課税を回避するために1937年から生産税（1aTaxealaProduction）に代替された。しかし，課税段階  

を生産者に限定しても，生産者間の取引に際しては依然累積課税の問題が残る。導入当初の生産税は  

猶予方式でこの間題の解決を因っていたが，1948年からは今日の税額控除方式に酷似している分割納  

付方式（RegimedePaiementFractionnes）に変更された。この分割納付方式の意義をいち早く察知し，  

税額控除方式の消費型付加価値税の構想を練りあげた者が，当時フランス大蔵省の租税総局次長  

Laureだったのである12）。   

しかし，所得型付加価値税の最初の提案を明らかにするには，多少厄介な問題がある。企業それ自  

体に対する課税として構想されたという点からみれば，議論の主な舞台がアメリカであったことは間  

違いない。しかし，アメリカで付加価値税を最初に提案したとされるT．S．Adamsは，企業課税を念頭  

に置きながらも，それにはなじみ難い税額控除方式を考えていた。また，Adamsの企業課税論を受け  

継いだとみられるG．ColmとP．Studenskiは，仕入高控除方式を考えていた13）。   

控除方式と加算方式は，周知のように，減価償却や在庫の取扱いが異なるので税額の計算が一致せ  

ず，前者は売上課税（消費型付加価値税）に，そして後者は企業課税（所得型付加価値税）によりよ  

く合敦する。本稿では，所得型付加価値税の企業課税としての性格を重視し，加算方式に基づいて税  

額を算定することにしたい。加算方式に基づく所得型付加価値は，以下のように計算される。  

所得型付加価値＝利潤＋支払賃金（純）＋支払利子（純）＋支払地代（純）   

再び図表3に戻り，売上と仕入（支払利子を含む）の差額はすべて利潤と支払賃金に適当に配分さ  

れたという仮定を付け加えて（つまり，支払地代はないと仮定），所得型付加価値税の税額を計算する  

と，図表5のようになる（税率は同じく10％）。   

まずAについてであるが，防犯サービス業者，木材業者，およびデザイナーは，それぞれ10万円，200  

万円，および100万円の税額を支払う。そして家具業者は，売上と仕入の差額3000万円に支払利子700  

万円を加えた3700万円が課税標準となるので，税額は370万円となる。最後に銀行は，売上と仕入の差  

額500万円に，支払利子と受取利子との差額△300万円を加えた200万円が課税標準となるので，税額は  

20万円となる。その結果，税収総額は700万円となるが，これが所得型付加価値税の理論的な税額であ  

る（減価償却と在庫変動を無視しているので，消費型付加価値税のそれと一敦する）。  

11）Due（1957，Ch．4）．  
12）Egret（1982，訳書，第1部第1章），菊池（1986）。  
13）朴（1994）と朴（1995）を参照。  
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所得型付加価値税はこのように，利子を借手に課税する。このことを企業課税としての性格に注目  

しながら解釈すると，資本（家具業者の借入金）による付加価値は，それを利用した者が作り出した  

とみなされていることが分かる。つまり，7000万円分の家具の価値が，木材業者とデザイナーによる  

図表5 所得型付加価値税における利子の取扱い  

A 利子を借手に課税する場合  

10万円（＝100万円×10％）  

20万円（＝500万円×10％＋400万円×10％－700万円×10％）  

200万円（＝2（淵）万円×10％）  

100万円（＝1（朕）万円×10％）  

370万円（＝3（X氾万円×10％＋700万円×10％）  

防犯サービス業者  

銀行  

木材業者  

デザイナー  

家具業者  

税収総額  700万円  

B 利子を貸手に課税する場合（預金者が課税事業者でない場合）  

10万円（＝100万円×10％）  

50万円（＝別万円×10％）  

200万円（＝2（煩）万円×10％）  

100万円（＝1（X抑万円×10％）  

300万円（＝馴万円×10％）  

防犯サービス業者  

銀行  

木材業者  

デザイナー  

家具業者  

税収総額  6側万円  

C 利子を貸手に課税する場合（預金者が課税事業者である鳩舎）  

亜万円（＝400万円×10％）  

10万円（＝1仰万円×10％）  

50万円（＝500万円×10％）  

200万円（〒2αX）万円×10％）  

100万円（＝1（煩）万円×10％）  

300万円（＝馴万円×10％）  

預金者  

防犯サービス業者  

銀行  

木材業者  

デザイナー  

家具業者  

税収総額  ア00万円  

D 利子を課税しない場合  

10万円（＝100万円×10％）  

20万円（＝500万円）  
200万円（＝2（X田方円×10％）  

1如万円（＝1（X氾万円×10％）  

300万円（＝3（X氾万円×10％）  

防犯サービス業者  

銀行  

木材業者  

デザイナー  

家具業者  

税収総額  6き0万円  
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付加価値（それぞれ，2000万円と1000万円），家具業者による付加価値（3700万円），および銀行の付  

加価値（手数料の部分のみで，300万円）に分割されるのである。   

このような分割は，企業が資本と労働を組み合わせて生産物を作り出すということを考えれば，ご  

く自然なことである。しかし，第一に，家具業者が木材業者とデザイナーを内部化していれば，つま  

り，家具業者の会社組織の中に木材調達部門とデザイン部門がある場合には，木材調達サービスとデ  

ザインサービスに村する報酬は賃金という形で支払われ，その付加価値は家具業者によって作り出さ  

れたものとしてみなされるであろう。所得塑付加価値税の想定する付加価値の分割は，租税負担の単  

なる形式的な割当てであって，経済性質に基づく分割ではないかもしれな∨、。   

第二に，銀行による付加価値は，手数料として対価を徴収する部分（振込など）以外ら三は存在しな  

いと想定されている。これでは，銀行の本来的な機能である資金仲介サービスの価値があまりにも小  

さく見積もられることになるであろう。そこで，さしあたり利子が資金仲介サービスの対価であると  

考えて，利子を貸手に課税する所得型付加価値税の税額を示すと，BとCのようになる。これは，資金  

仲介サービスの価値をそれを生み出した銀行に村して課税するということを意味する。   

この場合の家具業者の課税標準は，売上と仕入の差額だけからなる3000万円で，銀行の課税標準は，  

受取利子と手数料を加えた1000万円から，支払利子と防犯サービスの合計額500万円を差し引いた，  

500万円となる。支払利子が控除項目となるのは，資金仲介サービスを生み出すための費用としてみ  

なされるからである。   

ただしこの場合，銀行への預金者を課税事業者とするかしないかによって，税収総額が異なる。つ  

まり，預金者が課税事業者でない場合の税収総額は660万円で（B），課税事業者である場合は700万円  

である（C）。所得型付加価値税の概念的な税額と■一致するのはCであるが，もしこの方法を採れば，  

個人の利子所得に所得型付加価値税を課税することになるであろう。   

最後に，利子の性格が不明確なので，つまり資本という生産要素を利用するための費用なのか，そ  

れとも銀行の提供する資金仲介サービスの対価なめかという点が不明確なので，利子を現行消費税の  

ように非課税にしてしまうと，どうなるであろうか。この場合，銀行の課税標準は，手数料収入300万  

円と防犯サービスに対する支出100万円との差額，すなわち200万円となる。その結果，税収総額は630  

万円で，所得型付加価値税の概念的な税額より70万円だけ少なくなる。これはいうまでもなく，利子  

700万円に対応する部分である。  

結 論   

繰り返し指摘してきたように，現行消費税で利子が非課税とされているのは，利子の中のどの部分  

が資金伸介サービスの対価に該当するのか，という難問が存在するからであろう。この点を理解する  

ために，PoddarandEnglish（1997，9ト92）にならって，利子に関する取引を次の四つの局面に分けて  

みよう14）。   

第一は，預金者が銀行に資金を預ける局面である。この局面では，預金者にとっては将来にその資  
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金を引き出す権利が生まれるし，銀行にとっては逆にそれに応じる義務が生まれる。これは，単なる  

資金の「移動」であって，「誰かがなにがしかを消費」したことにはならない。従って，この局面では  

消費型付加価値税の理論的課税ベースを構成するものも生まれない。   

第二は，預金者に対して銀行から利子が支払われる局面である。預金者の受け取る利子が消費を延  

長したことに対する補償であるとすれば，これもやはり消費型付加価値税の課税ベースを構成しな  

い。PoddarandEnglish（1997）によれば，このような利子支払は預金者にとっては所得を意味するの  

で，それが消費に回されるときに消費型付加価値税が適用されるべきなのである。   

第三は，資金の借手に対してリスク・プレミアムが課される局面である。このリスク・プレミアム  

は，借手の債務不履行の期待値に等しく，金融機関の利潤や管理費用をとは無関係である。Poddar  

andEnglish（1997）は，この部分もやはり，消費型付加価値税の課税を受けるべきではないと考える。  

何故なら，リスク・プレミアムを，資産移転の形態をとる資金の再分配に過ぎないとみるからである。   

第四は，金融機関の預入・貸出業務に対する補償が行われる局面で，金融機関の利潤もこの部分に  

含まれる。PoddarandEnglish（1997）は，利子のうちこの部分だけが資金仲介機能によって生み出さ  

れた付加価値であると考え，従ってこの部分にのみ消費型付加価値税を適用するべきであると主張  

する。   

しかし，利子の中から第四の部分だけを取りだすのは，それほど容易なことではない。Poddarand  

English（1997）は，この部分を取り出すために，「純利子率（purerateofinterest）」というものを想定  
した。純利子率は，政府の発行する短期債券に対して支払う利子率と等しく，この利率と銀行の貸出  

利率との格差が，資金の借手に対して提供された資金仲介サービスの対価であると考えるのである。  

同じように，預金者に村して提供された資金仲介サービスの対価は，純利子率と預入利率との格差で  

ある。図表6は，このような考え方を具体的に例示したものである。それによれば，消費型付加価値  

税の課税ベースを構成する利子は，預金者の5％と借手の3％の合計，すなわち8％である。   

PoddarandEnglish（1997）は，このような考え方を発展させて，金融取引に対してキャッシュ・フ  

ロー型付加価値税を適用することを提唱した。キャッシュ・フロー型付加価値税とは，通常の（つま  

り，「非」金融取引の）消費型付加価値税がキャッシュ●・フローに沿って徴収される点に着眼して，金  

図表6 純利子率と資金仲介サービスの価値  

預入利率  

貸出利率  

純利子率  

預金者に対してなされた資金伸介サービスの価値  

借入者に対してなされた資金伸介サービスの価値  

資金伸介サービスの価値合計  

％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
7
 
5
 
2
 
5
 
3
 
只
U
 
 

l
 
l
 
 

（資料）poddarandEnglish（1997，93）．  

14）ほかに，Jack（2000）およびRoussiang（2002）も参照。  
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融取引にもそれと同じルールを通用することを試みるものである。通常の消費型付加価値税は，売り  

手が買い手から，つまり資金（対価）の受け手が払い辛から徴収する。これと全く同じように，銀行  

が資金を貸したときは，銀行が貸手に消費型付加価値税を支払い，その税額を仕入税額として控除す  

るのが，キャッシュ・フロー型付加価値税のもっとも単純な考え方である。   

ここでは，キャッシュ・フロー型付加価値税の詳細に立ち入ることは避け，それが成り立つための  

前提となる「純利子率」を決定することの困難さだけ指摘しておけば十分であろう。それを単に技術  

的に，政府の短期債券の利率に連動させるとしても，一課税期間の間の変動や，あるいは課税期間を  

越えての変動を考えると，安定した税制を維持することは容易でないように思われる。   

さて，利子から資金伸介サービスの対価に該当する部分を抽出するという難問を迂回することが許  

されるならば，暫定的であるにせよ，どのような結論が導き出されるであろうか。言い換えると，付  

加価値税の税額を個々の納税義務者に正確に割り当てる・こと（このことは前述のように，いくぶん形  

式的な側面を含んでいる）よりも，、国民経済全体として負担する税収総額を重視するならば，利子を  

どのように取り扱えばよいだろうか。   

まず，消費型付加価値税の場合であるが，利子を現行消費税のように非課税とすると，国民経済全  

体の負担は概念的な税額より過重になる。非課税よりはむしろ，利子を全面課税した方が消費型付加  

価値税の概念的な税額と一致する。この場合は，利子のすべてが資金仲介サービスの対価だとみなさ  

れ，その税額は銀行に割り当てられるので，銀行の税負担は今より増大する。ただし，消費型付加価  

値税は前転を通じて最終的には消費者によって負担されるという理論からすれば，銀行自体に租税負  

担が帰着するわけではない。  

それでもなお銀行に割り当てられる税額の増大を問題にするならば，図表4のDのように，利子に  

対してゼロ税率を適用すべきであろう。そうなれば，銀行に割り当てられる税額は現行の非課税方式  

より減少し，・税収総額も消費型付加価値税の概念的な水準と一致する。次に，所得型付加価値税につ  

いてであるが，国民経済全体の租税負担が概念的な水準に－敦するのは，利子を借手に課税する場合  

か，あるいは利子を貸手に課税して個人の預金者も課税事業者とする場合である。所得型付加価値税  

の場合は，企業課税としての性格を重視するならば，前転を想定しないという意味で，個々の企業に  

対する租税負担の割当ては消費型付加価値税の場合より重大な問題となる。従って，利子を，銀行の  

生み出した資金伸介サービスに該当する部分と，借入企業が利用した資本サービスの費用に該当する  

部分とに分ける問題が解決されねばならないであろう。  
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